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第 ３ 章  屋 外 排 水 設 備                E 
 

 屋外排水設備は，屋内排水設備からの排水を受け，さらに敷地内の建物以外から発生する下水と合わ

せて，敷地内のすべての下水を公共下水道へ流入させる施設である。敷地内の排除方式は，公共下水道

の排除方式に従う。 

 最近，雨水については，公共下水道等の施設へ排除する前に，雑用水への利用，敷地内での地下浸透

等の方法により排水量を減少させることが行われている。 

近年，土地の有効利用を図るため地下室や半地下家屋が増加しており，これら地下施設への浸水によ

る人的被害が発生していることから，その対策を図る必要がある。 

１ 基本的事項 

屋外排水設備の設置にあたっては，次の事項を考慮する。 

（１） 公共下水道のますその他の排水施設の位置，屋内排水設備とその位置，敷地の土地利用計 

画等について調査を行う。また，敷地高が周辺地盤より低い場合には，周囲からの雨水の浸 

入や下水の逆流に特に留意すること。 

（２） 排除方式は，公共下水道の排除方式に合わせなければならない。なお，工場，事業場排水

は，一般の排水と分離した別系統で汚水接続ますに接続することが望ましい。 

（３） 構造等は，法令等の基準に適合し，かつ円滑な排水機能を有するものとする。 

（４） 排水設備は，十分調査し誤接続のないよう注意する。 

（５） 排水設備工事の種類。 

【解説】 

（１）について（協会指針と解説Ｐ５７参照） 

  上記に加えて，次の事項を事前に調査する。 

  ア 取付管等 

   取付管の有無，その位置，深さ等を確認する。取付管が無い場合又は位置，深さ等の変更が必要

な場合は，直ちに所定の手続きをとる。雨水を側溝又は河川等の公共水面に排水するときはそれら

の構造，位置を調査する。 

 

（２）について（協会指針と解説Ｐ５８参照） 

   

（３）について 

  排水設備の構造等は法第１０条第３項によるほか，条例，特環条例及び規程等を厳守しなければな

らない。屋内排水設備からの排水を公共下水道又は私道内共同排水設備等（雨水の場合は側溝，河川

等を含む）へ円滑に排水し，維持管理が容易であるように設置する。 
 
（４）について 
  既存の排水系統や老朽度等を調査し，誤接続のないように注意する。特に分流式区域では，汚水管 
 に雨水の流入がないように十分注意すること。 
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（５）について 
  排水設備工事（屋内，屋外）は，次の各項目に定めるところにより区分する。 

ア 新設工事 
   新しく排水設備を設置する工事 

イ 増設工事 
   既設の排水設備に排水管きょ，ます，マンホール，水洗便所等を増加設備する工事 

ウ 撤去工事 
  排水設備の一部又は全部を撤去する工事 
エ 修繕工事 
（ア）排水管きょの一部取替工事 
（イ）ますの蓋又はマンホールの蓋の据付け又は取替工事 
（ウ）防臭装置その他の排水設備の附属装置の取替又は修繕工事 
（エ）その他管理者が認めるもの 
オ 改造工事 

排水管きょ，ます，マンホール，水洗便所等の布設替，位置変更その他前各項目以外の工事 
A第 1 節  設   計            E 

 
２ 排 水 管 

排水管は次の事項を考慮して定める。 
（１） 配管計画は，屋内排水設備からの排出箇所，接続ます等の排水施設の位置及び敷地の形状等を 

考慮して定める。 
（２） 管径及びこう配は，排水を支障なく流下させるように定める。 
（３） 使用材料は，水質，布設場所の状況等を考慮して定める。 
（４） 排水管の土かぶりは，原則として２０cm 以上とする。ただし，条件により防護，その他の措 

置を行う。 
（５） 排水管は，公共下水道の排除方式に従って取付管等の排水施設に接続する。 
（６） 排水管は，沈下，地震等による損傷を防止するため，必要に応じて基礎，防護を施す。 
【解説】 
（１） について（協会指針と解説Ｐ５８～５９参照） 

ア 基本的事項に留意し，敷地内の下水が円滑に排水できるように屋外排水設備の配管計画を定め

なければならない。施工面のみを考えず将来の敷地利用計画や施設の維持管理等も考慮し，適切

な配管位置等を定めることが大切である。  

      配管計画にあたっての留意点を次に示す。 

（ア）取付管等の排水施設の位置，屋内排水設備からの排出箇所，敷地利用状況（将来計画を含め），

敷地の地形，他の建築付帯設備の設置状況等を考慮し配管経路を定める。 

（イ）排水管の埋設探さは敷地の地盤高，公共ますの深さを考慮し，最長延長の排水管の起点ます

を基準として管路延長，こう配によって下流に向かって計算する。 

（ウ）排水管の延長は管路延長とし（図３－１参照），ますの深さ，排水管の管底の計算は管路延
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長により行う。 

 

図３―１ 管路延長 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   （エ）配管は施工及び維持管理の観点から，できるだけ建物，池，樹木等の下を避ける。 

   （オ）分流式の雨水管と汚水管は上下に並行することを避け，交差する場合は汚水管が下に雨水管        

 が上になるようにする。 

（カ）分流式の雨水管と汚水管が並列する場合，原則として汚水管を建物側とする。 

 

（２）について（協会指針と解説Ｐ５９～６０参照） 

排水管は原則として自然流下方式であり，固形物を含んだ下水を支障なく流下させるために適切な   

管径，こう配とする必要がある。こう配をゆるくとると，流速が小さく，管径の大きいものが必要と

なり，こう配を急にとると，流速が大きくなり管径が小さくとも所要の下水量を流すことができる。

一方急こう配すぎると下水のみがうすい水層となって流下し固形物が残る。逆にこう配がゆるすぎる

と掃流力が低下し固形物が残ることとなる。管内流速は，上記のことを考慮して，０．６～１．５ｍ

／秒の範囲とする。ただし，やむを得ない場合は，最大流速を３．０ｍ／秒とすることができる。 

 

ア 汚水管 

（ア） 汚水のみを排出する排水管の管径及びこう配は，表３－１により排水人口から定める。 

 

表３―１ 汚水管の管径及びこう配（例） 

 

 

 

 

 

 

 

ます
（又はマンホール）

ます

管路延長Ｌ

管きょの中心線と中心線との交点の延長

（必ずしもますの中心とは限らない）

 

排 水 人 口 （人）

１５０未満

１５０以上 ３００未満

３００以上 ５００未満

５００以上

管径（ｍｍ）

１００以上

１２５以上

１５０以上

２００以上

２．０／１００以上

１．７／１００以上

１．５／１００以上

１．２／１００以上

こ う 配

 

下水道排水設備指針と解説：日本下水道協会 

下水道排水設備指針と解説：日本下水道協会 
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    ただし，一つの建物から排除される汚水の一部を排除する排水管で管路延長が３ｍ以下の場 

合は最小管径を７５ｍｍ（こう配１００分の３以上）とすることができる。  

（イ） 工場，事業場，商業ビル及び集合住宅等がある場合は，流量に応じて管径及びこう配を定め 

る。 

（ウ） 小規模の下水道においては，公共下水道本管の管径を考慮して排水管の管径を定めることが 

  できる。 

 

イ 雨水管及び合流管 

（ア） 雨水管又は合流管の管径及びこう配は，表３－２により排水面積から定める。 
 
 

           表３―２ 雨水管等の管径及びこう配（例） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ただし，一つの敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除する排水管で管 

路延長が３ｍ以下の場合は最小管径を７５ｍｍ（こう配１００分の３以上）とすることがで

きる。 

 

ウ その他の場合 

   排水人口及び敷地の形状，起伏等の関係で上記の表３－１又は表３－２による管径，こう配を用」

いることができない場合は，所要の流速，流量が得られる管径，こう配を選定する。 

   こう配は，接続ますの深さによって制約を受けるが，接続ますで約２ｃｍ程度の落差を確保する

ことが望ましい。 

   政令では，排水管の施工上の問題，維持管理を考慮して，排水管のこう配をやむを得ない場合を 

除き１／１００以上とすると規定しているので，硬質塩化ビニル管，リブ付硬質塩化ビニル管，硬 

質塩化ビニル卵形管を使用する場合でも１／１００以上とするのが望ましい。 

   下水は自然流下が原則であるが，宅地が周辺道路よりも低く他人の土地や排水設備を使用せざる 

を得ない場合で，その使用の承諾を得るのが極めて困難であるときには，ポンプ排水とする。なお，

排 水 面 積 （ｍ ）

２００未満

２００以上 ４００未満

４００以上 ６００未満

６００以上１５００未満

管径（ｍｍ）

１００以上

１２５以上

１５０以上

２００以上

２．０／１００以上

１．７／１００以上

１．５／１００以上

１．２／１００以上

こ う 配２

１５００以上 ２５０以上 １．０／１００以上

 
下水道排水設備指針と解説：日本下水道協会 
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その場合，放流先の管きょの流下能力を考慮すること。 

 

エ 建築排水設備と下水道排水設備の相違点による管径決定の方法 

 建築排水設備としての管径決定方法は屋内排水設備から屋外排水設備に至るまで 器具単位法 又は

定常流量法 により決定されるケースが一般的で，これは器具排水量及び同時使用率などを考え，排水

管に流入する瞬時流量によって決定され屋内，屋外の排水管に区別なく適用されている。 

これは同時使用率が高く，溜め流し利用形態の時は，水の流れは瞬時でかたまりとなって流れるこ

とから，横管の曲がり部や合流部分では，瞬時部分的に満流状態や圧力状態の流れが生じている。そ

のため，排水量に対して横管の水深は一般的に管径の１／２から１／３とされ，排水量に対して余裕

を見込んだ計算となっている。これは瞬時排水の空気の流動を確保し管内気圧の変動をなくし，スム

ーズな排水を確保するためでもある。 

一方，条例，特環条例及び「下水道施設計画・設計指針と解説：日本下水道協会」によると，屋外

排水設備は公共下水道の考え方と同様に，一日あたりの下水量に時間変動率を考慮した時間最大下水

量により決定されている。屋外排水設備は基本的に公共下水道の考え方で問題はないが，宅地内排水

設備は，瞬時流量の要素が大きく，公共下水道の考え方による管径決定よりも大きくなるケースが多

いが，管径が上流より下流の方が小さくなるのは，水の流れに支障をきたすこととなる。 

よって，屋外排水設備（取付管までを含む）の管径決定には，器具単位法又は定常流量法等で決定

することが望ましい。 

また，これらによる方法が著しく不適当と思われる場合は別途，使用形態に応じた適正な方法を用

いることができる。 

                                      

（３）について（協会指針と解説Ｐ６０参照） 

 使用材料は，水質，布設場所の状況，荷重，工事費，維持管理等を考慮し定める。一般に，硬質塩化

ビニル管，鉄筋コンクリート管が使用される。また，雨水排水用にＵ形側溝を用いてもよい。 

ア  硬質塩化ビニル管 

  水密性，耐薬品性に優れ軽量で施工性もよいが，露出配管の場合は耐候性に留意する。地中配管部 

には原則としてＶＵ管を使用し，露出配管部にはＶＰ管を使用する。ＶＰ管，ＶＵ管ともに各種の継 

手がある。接合方法には接着接合とゴム輪接合がある。また近年，リブ付硬質塩化ビニル管，硬質塩 

化ビニルリサイクル三層管等の製品も出てきている。 

イ 鉄筋コンクリート管 

  遠心力鉄筋コンクリート管などがあり，屋外排水設備では住宅団地，工場等敷地面積が大きい場合 

に使用する。外圧に対する強度に優れているが，耐酸性に劣る。接合方法は，ゴム輪接合である。 

 

（４）について（協会指針と解説Ｐ６０参照） 

  排水管の土かぶりは原則として ２０ｃｍ以上 とするが，荷重等を考慮のうえ必要な土かぶりを確

保 
する。なお，露出管又は特別な荷重がかかる場合等はこれに耐え得る管種を選定するか防護を施し，

硬質塩化ビニル管については，耐候性に留意する。 
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（５）について（協会指針と解説Ｐ６２参照） 

  分流式 の排水管は，汚水管及び雨水管に分け，汚水管は接続ますを設けて汚水取付管に、雨水管は 

雨水取付管又は側溝に，それぞれ敷地内において１本の排水管にまとめて，私設最終ますを介して取 

り付ける。 

  合流式 の排水管は，雨水と汚水を敷地内において１本の排水管にまとめ，接続ますで取付管に 

取り付ける。 

 

（６）について（協会指針と解説Ｐ６２参照）   

  管種，地盤の状況，土かぶり等を検討のうえ，必要に応じて適切な基礎を施す。また，土かぶりを 

やむを得ず小さくする必要がある場合は，ダクタイル鋳鉄管等を使用するか又はさや管等により排水 

管が損傷を受けることのないように防護を施す。 

 なお，地震等の地下の変動に対しては，その被害を緩和させる特殊継手等の部材があり，特に震災 

時に緊急避難場所となる公共施設にあっては積極的にこれらの部材を使用し，排水設備の機能を確保 

する必要がある。 

 

 

３ ま す（桝） 

ますの配置，材質，大きさ，構造等は，次の事項を考慮して定める。 

（１） ますの設置箇所 

排水管の起点，終点，会合点，屈曲点，その他維持管理上必要な箇所に設ける。 

（２） ますの材質 

材質は鉄筋コンクリート，プラスチック等とする。 

（３） ますの大きさ，形状及び構造 

内径又は内のりは，接続ますにおいては２００ｍｍ以上，その他のますは，１２５ｍｍ以 

上の円形又は角形とし， 堅固で耐久性及び耐震性のある構造とする。 

（４） ふた 

堅固で耐久性のある材質とし，汚水ますは密閉ふたとする。 

（５） 底部 

ますの底部には，汚水ますはインバ―トを，雨水ますは１５ｃｍ以上の泥だめを設ける。 

（６） 基礎 

ますの種類，設置条件等を考慮し適切な基礎を施す。 

（７） 化粧蓋 

化粧蓋の設置については十分な注意が必要である。 

 【解説】 

（１）について（協会指針と解説Ｐ６２～６３参照） 

  ますは次の箇所に設ける。 

ア 排水管の起点及び終点 
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 イ 排水管の会合点及び屈曲点 

ウ 排水管の管種，管径及びこう配の変化する箇所。ただし，排水管の維持管理に支障のないとき 

 はこの限りではない。 

  エ 排水管の延長が，その管径の１２０倍を超えない範囲内において排水管の維持管理上適切な箇 

所。 

 オ 新設管と既設管との接続箇所で流水や維持管理に支障をきたすおそれのある場合。 

 カ ますの設置場所は，将来，構築物等が設置される場所を避ける。 

 キ 便所からの汚水が上流へ逆流することを防止するため，鋭角に合流するようにますを下流に設置

る。このような設置ができない場合は，ますにおける落差を十分確保することが望ましい。 

 ク 分流式の汚水ますの設置場所は，浸水のおそれのないところとする。 

 ケ 接続ますの平面的な設置位置は 敷地境界付近の約１．５ｍ以内程度の民地側 に設置すること。 

 コ 公共ますの種類及び構造等については，「下水道標準構造図」参照のこと。 

（２）について（協会指針と解説Ｐ６３参照）               

  ますは鉄筋コンクリート製，プラスチック製等の不透水性で耐久性があるものとし，ますを構成す 

る各部材の接合部及び排水管との接合部は水密性があるものとする。 
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（３）について（協会指針と解説Ｐ６３参照） 

ア コンクリート製のますは，円形又は角形とし，その内径及び壁厚は次のとおりとする。     

イ 構造は外圧によって破損しないような堅固なものとする。 

ウ ます本体には既製ブロックを使用するもの，既製ブロックを使用し底部を現場施工とするもの及 

びプラスチック製等のものがあり，現場状況に適応した部材を選択することが必要である。 

各ますの大きさと深さは下記の表を標準とする。（表３－３～３－５） 

 

表３－３ 硬質塩化ビニル製ます（小口径ます） 

 

  

  

  

 

 

※ 接続ますで，ます深２．００ｍ以下の場合は，内径３００ｍｍのますを使用することができる。 

 

表３－４ ポリプロピレン製ます 

 

 

  

    

 

 

 

表３－５ 既製ブロック製ます 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

なお，ます深が２．００ｍを超える場合は，人孔（１号φ900）相当のますを標準とする。 

 

 

ますの内径

３５０ｍｍ

３００ｍｍ

２５０ｍｍ

ます深（ｍ）

１．５０以下

１．５０以下

１．５０以下

基礎砕石の厚み

５０ｍｍ以上

５０ｍｍ以上

５０ｍｍ以上

４５０ｍｍ

６００ｍｍ

１．８０以下

２．００以下

１００ｍｍ以上

１００ｍｍ以上

接続ます 集合ます その他のます

接続ますの

最小内径は

３５０以上

集合ますの

最小内径は

３００以上

その他のます

最小内径は

２５０以上

ま す の 使 用 範 囲

 

ますの種類

接続ます

集合ます

その他のます

ますの内径

２００ｍｍ以上

１５０ｍｍ以上

１２５ｍｍ以上

ます深（ｍ）

１．２０以下

０．９０以下

０．６０以下

備 考

 

ますの種類

接続ます

集合ます

その他のます

ますの内径

３５０ｍｍ以上

３００ｍｍ以上

２５０ｍｍ以上

ます深（ｍ）

１．５０以下

１．５０以下

１．５０以下

備 考
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             図３―２ 小口径ますの設置例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図３―３ ますの例   （１）既製ブロックますの使用例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

９０Ｌ

Ｎｏ．２

ＶＵ１００
４５Ｙ

Ｎｏ．３

ＶＵ１００

ＶＵ１００

４５ＹＳ

４５ＹＳ

Ｎｏ．４
ＵＴ

Ｎｏ．６

Ｎｏ．５

Ｎｏ．７

２Ｆトイレ

洗面器

手洗器

風呂

流し台

（器具トラップ有）

９０Ｌ

Ｎｏ．１

（器具トラップ無）

ＵＴＫ

調整短管

１Ｆトイレ

９０Ｌ

ＳＴ

ＤＲ

Ｎｏ．８

Ｎｏ．９

排水管こう配２／１００以上

ＶＵＬＬ１００

１
２
ｍ
以
内
（
管
き
ょ
の
内
径
の
１
２
０
倍
以
内
）

角度変更
自在継手

通路

接続ます

車庫

和室 洋室 流し

洗面浴室トイレ

和室

自在継手

Ｎｏ．１

Ｎｏ．２

Ｎｏ．３Ｎｏ．４
Ｎｏ．５

Ｎｏ．６

Ｎｏ．７

Ｎｏ．８

Ｎｏ．９
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（２）一部現場施工，既製ブロックの使用例 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

   

 

   

 

 

                            （３）プラスチック製使用ますの使用例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）について（協会指針と解説Ｐ６７参照） 

  ますのふたは鋳鉄製，コンクリート製（鉄筋），プラスチック製等のもので堅固なものを使用する。 

汚水ますは，臭気防止のため密閉することができるふたとし，特に分流式では雨水の浸入を防止する

構造とする。プラスチック製ますを駐車場等で車両通行等大きな荷重が働く場所で使用する場合は，

荷重に応じた鉄製のふた等を使用すること。（図３－４参照） 

 

 

（５）について（協会指針と解説Ｐ６７参照） 
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ア 汚水ますの底部には，接続する排水管の管径に合わせて半円状のインバートを設ける。（図３ 

－５参照）ますの上流側管底と下流側管底との間には，原則として２ｃｍ程度の落差を設け，イ 

ンバードで滑らかに接続する。地形等の関係からすべてのますに落差を設けることが困雑な場合 

でも，便所からの排水は，排水主管のますに鋭角に合流するように接続し，必要に応じて段差を 

設け，主管側への汚物等の逆流を防止する。（図３－６参照） 

 

図３―４ 防護ふたの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３―５ インバートの施工例 
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図３―６ 便所からの排水が直接流入するますの例 

 

  イ 雨水ますの底部には深さ１５ｃｍ以上の泥だめを設ける。なお，小型の雨水ますは，泥だめ部 

   に溜まった土砂を容易に取り除けるような構造とすること。 

 

（６）について（協会指針と解説Ｐ６７参照） 

  コンクリート製のますには，仕上り５ｃｍ以上の砂利又は砂等で基礎を施す。既製の底塊を使 

 用しない場合は，さらに厚さ５ｃｍ以上のコンクリート基礎を施す。プラスチック製のますには 

 ５ｃｍ以上の砂による基礎を施す。 

 

（７）について 

  化粧蓋は一般的には，ビルなどの建築物の床の仕上げ材に合わすために蓋に化粧をしたものである 

が，これらの材質はアルミなどの強度が小さい材料を使用するため，比較的小さな荷重でも枠や蓋が 

変形を起こし，いざというときには蓋が開かないケースが多く維持管理に支障を及ぼしている。これ

ら 化粧蓋はできるだけ使用しない方が望ましい。また，使用しても変形などを起こさない十分な強度

を有したものを使用することや輪荷重の掛かるところには使用しないなどの注意が必要である。 

 

 

４ 特殊ます 

ますの設置位置，排水の性状，その他の原因により，排水設備又は下水道の排除機能保持，施設 

保全等に支障をきたすおそれのあるときは特殊ますを設ける。 

 【解説】 

（１）ドロップます，底部有孔ます（協会指針と解説Ｐ６８～６９参照） 

  上流，下流の排水管の落差が大きい場合は，ドロップます（図３－７（１）参照），底部有孔ます

（３）を使用する。なお，地形等の関係で，底部有孔ますが使用できない場合は，（４）に示す露出配

管としてもよい。 
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  図３－７特殊ますの例  （１）ドロップますの例 （鉄筋コンクリート製） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）ドロップますの例 （プラスチック製） 

 

（３）底部有孔ますの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掃除口

落 差

掃除口

１００ＶＵ

１００ＶＵ

Ｎ
ｏ
．
７
（
＋
１
０
．
１
０
）

３
６

×
Ｈ
７
０

９０° 大曲りＹ

９０° 大曲りエルボ

 

２
ｍ

以
内

３ｍ以内

１００ＶＵ

４５° エルボ

又は９０° 大曲りエルボ

４
．
０
０

１
．

０
０

０
．
８
０

１
５
０
Ｔ
Ｐ

Ｎｏ．７（１１．００）

３６ × Ｈ７０

既設汚水接続ます（＋１０．００）
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             （４）露出配管の例 （鉄筋コンクリート製） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）露出配管の例 （プラスチック製） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

注

         

注）露出配管は公道に突き出さないように施工する。 

（２）トラップます（協会指針と解説Ｐ６９～７１参照） 

  悪臭防止のためには 器具トラップの設置を原則とする が，次に該当する場合はトラップますを設

置する。なお，便所からの排水管は，トラップますのトラップに接続してはならない。 

ア 既存の衛生器具等にトラップの取付けが技術的に困難な場合。 

イ 食堂，生鮮食品取扱所等において，残さ物が下水に混入し，排水設備又は公共下水道に支障をき
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たすおそれがある場合。 

ウ 合流管渠で雨水排水系統の臭気の発散防止する場合。 

トラップますには次のものがある（図３－８～図３－１２参照） 

  

           図３―８ プラスチック製トラップます設置例と外観図 

 

 

（ア）Ｔ形トラップます 

トラップと汚水ますの兼用型で浴場，流し場，その他の床排水の流出箇所に設置する。（図３

－９参照） 

図３―９ Ｔ型トラップますの例（鉄筋コンクリート製） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 現場打ちの場合内径又は内のり，（Ｄ）は４５㎝以上とする。 

注２ 工場製品の場合，φ１００ｍｍのとき内径又は内のり（Ｄ）は３５㎝以上，φ７５ｍｍの

とき内径又は内のり（Ｄ）は３０㎝以上とする。 

 

 

 

 

 

 

掃除口
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φ

φ

１５㎝

（１２．５㎝）
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水
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５～１０㎝
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Ｕ
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 （イ）Ｊ形トラップます 

   Ｔ型トラップますと同様に，トラップますの兼用形で浴場，流し場，その他の床排水の流出箇所

に設置する。（図３―１０参照） 

 

 

 

図３－１０ Ｊ形トラップますの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 内径又は内のり（Ｄ）は３０㎝以上とする。 

 

（ウ）１Ｌ形トラップます（防臭ます） 

   合・分流式の雑排水の流末や合流式の雨水排水管の最下流に設置する。（図３－１１参照） 

      図 ３－１１ １Ｌ型トラップます（鉄筋コンクリート製） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 内径又は内のり（Ｄ）は３０㎝以上とする。 

         注２ 泥だめ（Ｈ）は１５㎝以上とする。 
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図 ３－１２ １Ｌ型トラップます（ポリプロピレン製） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トラップますを設置する場合は次の事項に注意すること。 

  ａ トラップの口径は７５ｍｍ以上で封水深は５ｃｍから１０ｃｍ以下とする。 

  ｂ トラップは，硬質塩化ビニル製の堅固なものとし，肉厚は管類の規格に適合するものと 

する。 

ｃ 二重トラップとしてはならない。（器具トラップを持つ排水管はトラップますのトラップ部に

接続してはならない。） 

ｄ トラップを有する排水管の管路延長は，排水管の管径の６０倍を超えてはならない 。ただし，

排水管の清掃に支障のないときはこの限りではない。 

  ｅ トラップます（防臭ます）は，接続ますに使用しないことを原則とする。 

（３）防臭ます（ますの流出側にトラップを付けたます） 

ますの流出側にトラップを付けたトラップますは，本市においては「防臭ます」という名称でその

設置を奨励してきたが，その主な理由として次のものが挙げられる。 

  ア 雑排水系統の最下流に１箇所設置することによってすべての防臭効果が得られる。 

イ 器具排水管と排水管との接続部の目地切れなどが生じても屋外に設置されたトラップますで

防臭が可能である。 

ウ 流しなどから流出する油（グリース）をトラップますで阻集することができ，トラップますよ

り下流側の排水管に油の付着が少ない（グリース阻集器の役目を果たす）。しかし，トラップま

すの定期的な清掃がなされていなければ逆効果となる。 

エ その他，屋内の改造工事などで衛生器具の取替えを資格業者で行えば問題はないが，資格業者

以外の者が取替え工事を行うと，排水管との接合をおろそかにすることが多い。この場合，トラ

ップますがその下流側にあると防臭には問題ないなどの利点がある。 

しかし，トラップは自己洗浄作用が必要であり，トラップますのように自己洗浄作用を期待で

きない構造のものは，清掃が定期的になされていなければ，油脂を含む汚泥が腐敗し，悪臭を発

生する原因となり，また，トラップますにおいて汚水の流速を減じ，トラップますの下流側の排

水管に汚泥が付着することになる。 

したがって，流し，洗面器，浴槽，洗濯排水などの油脂分を含み，汚泥の付着が多い雑排水系
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統には自己洗浄作用を有する管トラップなどの器具トラップを設置し，このトラップます（防臭

ます）は設置しない方が望ましい。 

トラップますは，一般に受水槽のドレン排水などの常時，水の供給がなく，封水の乾燥によっ 

て封水破壊が起こりやすい箇所や，汚水排水管及び公共下水道からの臭気を阻止する場合に設置

する。 

トラップますの大きさは，必要とするトラップの封水量及び清掃などの維持管理を考慮して定

める。特に，トラップますは，漏水による封水破壊を防止する必要があるため，ますと排水管と

の目地は水密性を確保する処置を施すとともに，流出側の排水管の上部までは，底付き一体型の

ますを使用する。 

トラップますは，トラップの位置によって，即ち，「トラップを流出側に設けるもの」，「流入

側に設けるもの」，「流入側及び流出側の両方に設けるもの」などの種々のものがあるが，一般に

多く使用されているものが，「トラップを流出側に設けるもの」である。 

    トラップの封水深であるが，器具トラップの封水深は，流水による封水破壊が起こらない深さ

を５ｃｍ以上とし，トラップの自己洗浄作用及び清掃などの維持管理を考慮して最大１０ｃｍと

している。トラップますは，自己洗浄作用を目的としていないため，また，トラップ部分の取り

外しができ，清掃などの維持管理に支障がないため，封水深は１０ｃｍ以上であっても差し支え

なく，必要とする封水量に応じて定める必要がある。 

また，泥だめ深については一般に規定されたものがないが，雨水ますの泥だめ深と同様に１５

ｃｍ以上とすることが望ましい。 

なお，本市ではトラップを流出側に設置した防臭ますと器具トラップとの併用は，二重トラッ

プとは解釈していない。しかし，ますの流入側にトラップを付けたものは二重トラップとなるの

で注意が必要である。 

また，大便器からの排水は防臭ます以降で接続し，防臭ますより上流側で接続してはならない。 

（４）掃除口（協会指針と解説Ｐ７２～７３参照） 

起点のます以外で敷地利用の関係上，排水管の点検掃除のために会合点や屈曲点にますを設置で 

きない場合に設けていたが，一般に掃除口では管内の点検が困難で下流方向へ向かっての掃除しか 

できないという欠点もある。このため，このような場合は，ます径１５ｃｍ又は２０ｃｍのますを 

設け，掃除口の使用は極力避けることが望ましい。やむを得ず掃除口を設置する場合，その形状及 

び，構造は以下のとおりとする。 

  掃除口は，清掃用具が無理なく十分効果的に使用できる形と大きさとする。設置する場所によって 

は，重量物による破損又は清掃時の損傷が考えられるので，コンクリートで適切な防護及び補強を講

じる必要がある。ふたは，堅固で開閉が容易で臭気の漏れない構造とした密閉式のものとする。 

  掃除口は，使用する頻度が少ないため，所在を忘れがちとなるので，見やすい位置を選ぶか，又は 

適当な目印を付けておくことが望ましい。 

  掃除口の設置は次の基準による。 

ア 掃除口の形状 

（ア） 掃除口は，排水管の流れと反対方向又は直角方向に開口するように４５°Ｙ，直管及び４ 

５°エルボを組み合わせ，垂直に対して４５°の角度で管頂より立ち上げる。垂直の部分を 

 ３－１８ 
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短くして斜めの部分をできるだけ長くする。管内の臭気が外部に漏れない構造とし，掃除用 

具が無理なく使用できる形状寸法とする。（図３－１３，１４参照）   

           

         図３―１３ 掃除口の例（ますが設置できない場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ） 掃除口の口径は，１００ｍｍ以上を標準とする。ただし，排水管の管径が１００ｍｍ未満 

の場合は排水管と同一の口径としてもよい。 

               

図３―１４ トラップ付掃除口の例 

        （器具トラップ又はトラップますが設置出来ない場合） 

トラップ式掃除口（内径式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掃除口

９０° Ｙ

９０° エルボ
９０° エルボ

調整用短管

 

密閉できるふた

４５° エルボ
できるだけ長く

４５° Ｙ

 下水道排水設備指針と解説：日本下水道協会 

下水道排水設備指針と解説：日本下水道協会 
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イ 会合点 

   排水管に屋内からの排水管が会合する場合は，その取付けは水平に近い角度で合流させ４５°Ｙ 

と４５°エルボを組み合わせて接合することを原則とする。排水管が深い場合は，掃除口で取付け

部分で排水管を立て管とする。立て管の下部は９０°大曲がりエルボを使用する。なお，２階以上

の場合も同様とする。（図３－１５参照） 

         

図３―１５ 会合点にますが設置できない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２階

９０° 大曲りエルボ

掃除口

深

掃除口

９０° 大曲りエルボ

掃除口

浅

４５° エルボ

４５° Ｙ

 

下水道排水設備指針と解説：日本下水道協会 
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ウ 屈曲点 

   排水管の屈曲点に掃除ロを設置する場合は，汚水の逆流により汚物がたい（堆）積しない構造と

する。排水管が直角に流下方向を変える筒所では，図３－１６に示すように３０～６０ｃｍの直管

と４５°エルボ２本を用いて屈曲させ，屈曲始点より上流に約３０ｃｍ付近に４５°Ｙにより掃除

口を立ち上げる。この場合に掃除口は１筒所とする。 

  図３―１６ 排水管の屈曲点でますが設置出来ない場合の掃除口と配管例 

 

エ 中間点 

  排水管の中間点に掃除口を設置する場合は，排水管の管路延長がその管径の６０倍を超えない範囲 

で管の清掃上適当な箇所とする。 

５ 設計図 

   設計図は，位置図，平面図，配管立図，その他施工に必要な図面で構成する。 

【解説】（協会指針と解説Ｐ７４～８４参照） 

掃除口

約３０㎝

４５° エルボ

調整用直管

３
０～

６
０㎝

は
必要

直管

直管

４５° Ｙ

４
５° エ

ル
ボ

（２０㎝以上あれば

掃除が容易となる）

流れの方向

下水道排水設備指針と解説：日本下水道協会
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表３－６ 設計図の記号

（本市において従来より使用していた記号）

注１ インバートマスは記号の「汚水ます」とし，防臭マス（溜めマス）は「汚水マス」記号に

引き出し線にて名称を表記すること。

注２ 雨水配管ルートは青色で表示し，汚水配管ルートは赤色とする。合流管は黒色とする。

和 風 大 便 器

和 風 兼 用 便 器

洋 風 大 便 器

小 便 器

ス ト ー ル

手洗器（隅付）

名 称 符 号 名 称 符 号

手洗器（平付）

洗 面 器

料 理 流 し

掃 除 流 し

洗 濯 流 し

和 風 浴 そ う

ＳＳ

Ｂ

名 称 符 号

洋 風 浴 そ う

ハ イ タ ン ク

ロータンク（平付）

ロータンク（隅付）

Ｂ

ＨＴ

ＬＴ

ＬＴ

排 水 管

通 気 管

鋳 鉄 管

鉛 管

コンクリート管

遠心力鉄筋
コンクリート管

名 称 符 号 名 称 名 称符 号 符 号

立 管

曲 管

Ｔ 字 管

Ｙ 字 管

片 落 管

接続ます

集合ます

防臭ます

集水ますビニル管

陶 管

接続ます（既設）

集合ます（改造）

防臭ます（改造）

集水ます（改造）

床排水受口

器具排水受口

Ｂトラップ

Ｃトラップ

掃 除 口

３－２２
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表３―７ 配管立図の記載方法

図３―１７ 平面図（配置図）の例 

注 既設汚水接続ますの天端高を仮水準点（天端高を＋１０．０００ｍ）とする。破線は既設を示す。 

種 別

管 径

管 種

こう配

管路延長

排 水 管

記 載 内 容 記 載 方 法

ます番号

天 端 高

内 径（内のり）

深 さ

汚水ます

ます番号
天 端 高
内 径（内のり）
深 さ

（泥だめの深さ）

雨水ます

１
０
０
Ｖ
Ｕ

２
．
０
／
１
０
０

３
．
０
０

Ｎｏ．８

３５ × Ｈ６５

Ｎｏ．⑥

５０ × Ｈ５０（１０．１５）

注 天端高とは，基準とした汚水接続ます（本市では１０．００ｍとする）の天端高と当該ますの天端との高低をいう。

浴

１．５０ ３．００

洗 濯

台 所

２Ｆ立上り

中山宅

大

Ｎｏ．１（１０．１５）

Ｎｏ．①（１０．１５）

渡辺宅

Ｎｏ．②（１０．１５）

既設雨水接続ます（１０．０５）

１．００

Ｎｏ．⑤（１０．１５）

Ｎｏ．④（１０．１５）

Ｎｏ．③（１０．１５）

６．５０３．００

既設汚水接続ます（１０．００）

２．００

１．００

６．００

Ｎｏ．７（１０．１５）

Ｎｏ．８（１０．１５）

Ｎｏ．６（１０．１５）

６
．

０
０

３
．

０
０

Ｎｏ．５（１０．１５）

１．００
２．００

Ｎｏ．４（１０．１５）

Ｎｏ．３（１０．１５）

Ｎｏ．２（１０．１５）

大

２Ｆ

２Ｆ立上り

下水道排水設備指針と解説：日本下水道協会
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図 ３―１８ 配管立図の記載例
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図３－１９ 平面図（配管立図を省略した場合の例）

        

注１ ますの上流と下流には管底差をつける。汚水ま

すでは，汚物の戻りがあるので便所からの排水管

との会合点に設けるますは，特に落差を必要とす

るためますは５㎝とし，他は２㎝とした。雨水ま

すは２㎝とした。

  注２ 既設汚水接続ますの天端高を仮水準点（天端高

を１０．００ｍとする。破線は既設を示す。

１００ＶＵ２．０／１００ １．５０ Ｎｏ．３Ｊ（１０．１５）

３０ × Ｈ４７

３０ × Ｈ５２

１００ＶＵ２．０／１００ ３．００

１００ＶＵ２．０／１００ １．００

Ｎｏ．２（１０．１５）

３０ × Ｈ３９

１００ＶＵ２．０／１００ ２．００

Ｎｏ．４Ｊ（１０．１５）

Ｎｏ．１（１０．１５）

３０ × Ｈ３０

Ｎｏ．５（１０．１５）

３０ × Ｈ５６

Ｎｏ．①１Ｌ（１０．１５）

３０ × Ｈ５４（５＋１５）

５０ＶＵ１．５０

５０ＶＵ１．００

７５ＶＵ１．００

１００ＶＵ１．０／１００ ８．００

Ｎｏ．②（１０．１５）

３６ × Ｈ５９（１５）

１００ＶＵ１．０／１００ ３．００

Ｎｏ．⑤（１０．１５）

３６ × Ｈ６４（１５）

１００ＶＵ２４．０／１００ １．００

既設雨水接続ます（１０．０５）

５０ × Ｈ８０（１５）

１００ＶＵ２．０／１００ ６．５０

４５０ｍｍＣＰ

雨水管

浴 濯 洗
５０ＶＵ０．５０

５０ＶＵ１．３０

５０ＶＵ１．００

７５ＶＵ１．００

５０ＶＵ２．３０

Ｓｏ．１ ５０

５０ＶＵ１．００

Ｓｏ．３ ５０

玄関
Ｎｏ．７Ｊ（１０．１５）

３０ × Ｈ３０

Ｎｏ．④（１０．１５）

３０ × Ｈ５３（１５）

１００ＶＵ２．０／１００ ３．００

１００ＶＵ８．２／１００ ６．００

Ｎｏ．③（１０．１５）

３０ × Ｈ４５（１５）

２５０ｍｍＣＰ

汚水管

既設汚水接続ます（１０．００）

５０ × Ｈ８０

１００ＶＵ６．０／１００ ２．００

Ｎｏ．８（１０．１５）

３６ × Ｈ８１

５０ＶＵ１．００

１００ＶＵ２．０／１００ ６．００

Ｎｏ．６（１０．１５）

３０ × Ｈ６７

Ｓｏ．２ ５０

１００ＶＵ２．０／１００ ３．００

５０ＶＵ１．５０

１８０ × １８０１．０／１００１４．００
７５ＶＵ０．５０

７５ＶＵ立下り３．５０５０ＶＵ立下り３．５０

５０ＶＵ０．５０

２階
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（８）誤りやすい設計例を表３―８に示す。 

 表３―８ 誤りやすい設計例 

ａ 合流式及び分流，合流共通 

誤っている設計 正 し い 設 計 説 明

排水管の最小管径，ますの大きさの

規定に従う。

敷地雨水排水を目的としてＵ形側溝

を使用する場合は必ず雨水ますで受

けて排水する。

便所の汚水が流入する排水管に流し

等からのトラップを有しない排水管

を接続する場合はＪ形トラップます

又はＴ形トラップますを使用する。

排水管管径の１２０倍を超えない範

囲内にますを設置する。

（下水道法施行令第８条）

ますとますの間の距離が排水管管径

の１２０倍を超える場合には掃除口

ではなくますを設ける。

排水管の流れに支障をきたさないよ

うに接続する。

３方向からの排水をまとめて１方向

へ流すと同時排出による流れの乱れ

や固形物の停滞により悪影響が出る

ので接続位置をずらす。

（会合点でますが設置できない例）

既設のます及び排水管が使用できる

場合に，有孔ふたは，密閉ふたに替

え，底部にインバートを設置する。
大

大

ふた取替，インバート設置

大 大

φ1 0 0 φ1 0 0

Ｌ＝1 0. 0 0 Ｌ＝ 3. 0 0

φ1 0 0

Ｌ＝ 6. 0 0 Ｌ＝ 7. 0 0

大

Ｎｏ．2 1 Ｌ（＋10. 15 ）

30 × Ｈ 40

大

Ｎｏ．2 Ｊ（＋10. 15 ）

30 × Ｈ 40

100ＶＵ 2. 0 ／ 100 14. 00 100ＶＵ 2. 0 ／ 100 7. 00

100ＶＵ 2. 0 ／ 100 7. 00

大

50ＶＵ 5. 0

50ＶＵ 2. 0

50ＶＵ 1. 0

Ｎｏ．1（10. 15）

30 × Ｈ 42

大

100ＶＵ 5. 00

50ＶＵ 2. 00

Ｎｏ．1（10. 15）

35 × Ｈ 30

75ＶＵ 1. 00

下水道排水設備指針と解説：日本下水道協会
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ｂ 分流式 

（９）好ましくない設計例を表３－９に示す。 

表３－９ 好ましくない設計例 

誤っている設計 正 し い 設 計 説 明

洗濯機の排水を雨どいや雨水管に接

続してはならない。必ず汚水管に接

外流しにはトラップを設置し，汚水

管に接続させる。

管の交差部分の平面図は排水管が立

体的に交差していることを表示する。

（接続方法としてはよい）

ＬＵ形側溝へ雨水管を接続する場合

は維持管理用のふたを有する箇所と

する。

分流区域内のガソリンスタンドの屋

根の雨水は床面に流出させず雨水管

又は側溝等の雨水排水施設に接続す
大

続させる。

ベランダ

雨どい

雨
水

汚
水

大

ベランダ

雨どい

雨
水

汚
水

大

汚水

雨水

大

汚水

雨水

る。

大 大

オ
イ
ル
阻
集
器

雨どい

ガソリンスタンド

屋根

汚水
雨水

オ
イ
ル
阻
集
器

ガソリンスタンド

屋根

汚水
雨水

雨どい

雨ます

好ましくない設計 好ましい設計 説 明

雨どい排水は，特別な場合を除き雨

水ますの設置を必要としない。

雨どいの排水管を開きょにすること

は，誤りではないが，維持管理上，

起点ますは，できるだけ浅くし，こ

う配で調整するようにする。（最小

土かぶりは２０㎝） （合流式）

暗きょがよい。

又
は

100 ＶＵ 2. 0 ／100 4. 00

Ｎｏ．③ 1 Ｌ（＋ 10. 15 ）

Ｎｏ．4

35 × Ｈ 68（ 5 ＋ 10. 15 ）
35 × Ｈ 58

（ 10. 15 ）

100 ＶＵ 6. 5 ／100 4. 00

Ｎｏ．③ 1 Ｌ（＋ 10. 15 ）

Ｎｏ．4

35 × Ｈ 50（ 5 ＋ 10. 15 ）
35 × Ｈ 58

（ 10. 15 ）

下水道排水設備指針と解説：日本下水道協会
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【解説】（協会指針と解説Ｐ８８～８９参照） 

 道路面より低い宅地に建築物を建築しようとするものは宅地面を道路面より高く盛り土等をおこな

い自然流下で排水できるように計画することを基本とする。（建築基準法第１９条） 

また，近年，土地の有効的利用や建築延べ面積の確保による建築物の有効活用等により，高層ビル建

築物のみならず，中小規模のビルや一般的な戸建て住宅においても地下・半地下建築物が増えてきてい

る。これらの利用目的は倉庫・駐車場や多目的スペース空間のものから，住居等に供する利用目的まで

さまざまである。 

これら地下部分の居室等は，一旦，雨天時の浸水等が起きると貴重な財産を失ったり，また人命に関

わる事故等が起こる可能性がある。地下及び半地下建築物を計画する場合は，地下を有しない建築物と

比較してはるかに浸水事故等の危険度は高いものと建築主をはじめ建築設計事務所また指定工事店等

これらの開発に携わる関係者は十分注意する必要がある。 

公共下水道施設は河川（都市部の中小河川から大河川で５０年～２００年に一度の確率降雨で設計さ

れている）と同様の安全率ではなく，高々５年確率降雨で設計されており５年に一度は浸水が起こるも

のと考えなければならない。そのため，これら地下を有する建築物は，浸水や逆流等の事故に対応出来

るよう建築主が自ら必要な方策を講じなければならない。 

６ 地下建築物・半地下建築物や道路面より低い宅地に家屋を新築する場合の注意事項

（１）地下及び半地下構造を有する建築物や道路面より低い宅地に家屋を新築しようとするも

のは下記のことを行い地下建築物等への浸水の防止を図ること。

（２）接する道路面より低い宅地に建築物を建築しようとするものは，道路面より高く宅地の

盛り土等を行い自然排水できるよう計画することを基本とし，やむをえず道路面より低い

宅地に建築物を計画する場合や地下及び半地下建築物をしようとするものは，雨天時の道

路冠水等に対応するため，道路と民地境界の民地側に道路面より適切な段差を設けること。

（図３－２０参照）

   また，宅地内においても汚水や雨水排水のためのポンプ設備等を設置し浸水の防止を図

る措置をとることを基本とする。（図３―２０ 例１，２，３参照）

（３）やむをえず道路面より低い宅地内排水設備の接続ます深は，公共下水道管の管頂より所

定の勾配及び必要な高さを確保し逆流防止等の措置をとることを基本とし，確保できない

場合はポンプ排水とすることが望ましい（図３―２１，２２参照）
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 図３―２０ 雨水の浸水に対する対策例 

例 １ （分流式区域） 

例 ２ （分流式区域）
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例 ３ （合流式区域）

   （注）接続ますへの接続は，道路地盤より高い部分は自然流下方式とし，地下部分の排水は

 単独でポンプ排水とすることを原則とする。

図３－２１ 道路面より低い新築家屋計画時の注意点
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図３－２２ 逆流防止等措置の例（圧力開放ふたの設置）

接続ます 
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７ ガソリンスタンド及び自動車修理場からの排水

（１）便所，流し，洗濯機などの家庭系排水は直接汚水ますに接続する。

（２）分流式区域では事務所やキャノピー等の屋根の雨水は道路側溝などの雨水排水施設に接続する。 
また，合流式区域では，宅地内の雨水排水系統で防臭ますを介し汚水接続ますに接続する。

（３）鉱油類等を含んだ排水は，オイル阻集器を経由して汚水接続ますに接続する。

（４）分流式区域において，雨水がオイル阻集器を経由して接続ますに混入する場合は，雨水混入を抑

制する装置 を設置しなければならない。

【解説】

（１）について

  便所，流し，洗濯機等の家庭系排水は，雨水排水系統及び鉱油などを含んだ排水の工場・事業場等

の排水とは別系統とし，接続ますに排除しなければならない。特に，ガソリンスタンドに設置する洗

濯機は，オイル阻集器に流入するケースが多いが，洗剤は油と水の分離を困難にするため，洗濯機の

排水はオイル阻集器に流入させてはならない。

（３） について

  給油施設，洗車施設及び自動車修理場内から出る鉱油類を含む排水は，下水道への排除基準が定め

られており，オイル阻集器で分離して，接続ますへ排除しなければならない。

  また，一般的に給油施設や洗車施設は屋外に設置されるケースが多く，ガソリンスタンド等の露

天部分に降った雨は，オイル阻集器で分離して汚水接続ますへ接続し公共下水道へ排除する。

（４）について

  近年，分流式下水道区域に設置されるガソリンスタンドや自動車修理工場は大型化し鉱油類を含ん

だ雨水がオイル阻集器を介し分流式下水道管に流入するため下水道管の能力不足や不明水の原因の

大きな要因となっている。このため，本市の分流式下水道区域において設置されるガソリンスタンド

や自動車修理場等に設置されるオイル阻集器は雨水の混入を自動的に制御する装置（以下「流量調整

器」という。）を設置しなければならない。（図３―２４参照）

ア 晴天時の排水量Ｑ１（ｍ３／分）は，常に汚水管に流れる。

イ 降雨時においても，晴天時の排水量と同量の雨水量Ｑ１（ｍ３／分）は汚水管へ流れる。また， 
大量の雨が降った場合のＱ１（ｍ３／分）を越える量の雨水は，道路側溝などの雨水排水施設へ流

れ，汚水管に流入する雨水を制限する。（図３―２５参照）
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図３―２３

オ イ ル 阻 集 器

オ イ ル 阻 集 器
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   図３―２４ 流量調整器
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 図３―２５ 流量調整器の設置例  

オイル阻集器 
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８ 分流式区域の屋外に設置する衛生器具等の措置

 特に分流式区域の屋外に設置する衛生器具などの措置は，以下を考慮すること。

（１）屋外の洗濯機，流し，手洗い器及び洗車場などの下水は，汚水排水施設に排除する。ただし， 
  雨水が混入しないような措置を施す。

（２）屋外の足洗い場（散水栓などの水受け容器）の下水は汚水排水施設に接続する。ただし，

  雨水が混入しないような措置を施す。（図３－２７参照）

（３）屋外のプールや池の下水は汚水・雨水排水施設の２系統で排水する。

【解説】

（１）について

 分流式区域の屋外に設置される洗濯機，流し，手洗い器（場）及び洗車などの下水は，汚水排水施

設で排除しなければならない。例として，保育園，幼稚園，小学校や工場などにおいて屋外に設置さ

れている手洗い場で衛生上の観点から，最近，石鹸を使うことが多く，その排水が道路側溝などの雨

水排水施設に排除されているが，これらの衛生器具などの汚水は汚水管へ接続しなければならない。 
 しかし，これらの施設には，一般的に屋根がなく，雨水を流入するケースが多いため，雨水の流入

を防止するための措置を講じなければならない。雨水の流入を防止する方法としては屋根を設けるこ

とを基本とする。（図３―２６参照）

 また，コイン洗車場など周辺の路面から雨水が流入する場合は，側溝などを設け，雨水の流入を阻

止する措置を施し，砂阻集器やオイル阻集器に流量調整器を設置し汚水排水施設へ排除しなければな

らない。（図３―２８参照）

 図３―２６ 屋外流し場等の屋根の基準

  図３－２７ 

 公園等の屋外手洗い水道栓
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 図３―２８ 洗車場排水の例
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（２）について

 屋外の足洗い場及び散水栓などの水受け容器の排水は，図３―２６のような屋根を設けるなど，雨

水の流入を防止する措置を施し，汚水排水施設に排除しなければならない。

 屋外の生ゴミ集積場等については，生ゴミを搬出後，水を使用して清掃しているケースがある。こ

の洗い水は，汚水であるので，屋根を設け，雨水の流入を阻止し，汚水排水施設へ排除することが望

ましい。また，屋根等の設置が不可能なところについては，雨水や土砂等の流入を極力抑える措置を

講じなければならない。（図３－２７参照）

（３）について

 屋外に設置されたプールや池などの排水はその性状に応じて，汚水排水施設と雨水排水施設と別々

に排水する。

汚水排水施設への排水は，ろ過装置の逆洗水と清掃時の排水，目や体を洗った後の洗体排水とする。 
プール槽以外の洗体槽，洗目器は屋根を設置する。

雨水排水施設への排水は，オーバーフロー水などの清水に近い排水とする。

   図３―２９ 屋外のプール排水の例
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第 ２ 節 施   工 

 ９ 排水管の施工 

 排水管の施工にあたっては，次の事項を考慮する。 

  （１）掘削は，深さ及び作業現場の状況に適した方法で行う。 

  （２）掘削底面は，ていねいに仕上げる。必要に応じ基礎を施す。 

  （３）管の布設は直線状に，また，管の接合は水密性を保持できるように管材に適した方法により 

 行う。 

  （４）埋戻しは，管の移動，損傷等を起こさないよう注意し，入念に突き固めながら行う。 

  （５）排水管は，必要に応じ防護等を行う。 

【解説】（協会指針と解説Ｐ８５～８６参照） 

  １０ ますの施工 

 ますの施工にあたっては，次の事項を考慮する。 

（１）掘削は，必要な余裕幅をとる。 

（２）沈下が生じないように基礎を施す。 

（３）既製ブロックまたはプラスチック製等を用い，堅ろうに所定の構造寸法に築造する。汚水ます 

   には，インバートを設け，雨水ますには泥だめを設ける。 

【解説】（協会指針と解説Ｐ８６～８８参照） 

１１ 浄化槽の処置  

 不要になった浄化槽は，原則撤去する。また，雨水の一時貯留等に再利用する場合は，適切な

措置を講ずること。 

【解説】（協会指針と解説Ｐ８８参照） 

  図３―３０ 浄化槽撤去例 
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１２ 誤接合対策   

 排水設備の設計・施工に当たっては，汚水管きょや汚水ますへの雨水侵入などの誤接続に十分

注意する必要がある。このため，管理者は排水設備設置者等に対して指導を図り，周知する。 

【解説】（協会指針と解説Ｐ８９参照） 

図３－３１ 浄化槽の再利用の例

水栓柱

蛇 口
浅井戸用自動ポンプ

雨水流入口

オーバーフロー用

注 仕切り板には穴をあけること
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側溝・水路 側溝，水路等 

合併浄化槽 側溝・水路 側溝・水路等側溝・水路等 

   

合併浄化槽

側溝・水路等

１３ 宅地内排水設備の水洗化に伴う必要な切り替え工事

くみ取り便所や単独浄化槽及び合併浄化槽を公共下水道に接続し，水洗化する場合の工事の切り替え接続方法は表３―９のとおりとする。 
表３―９

公共下水道

の処理方式

汚水等

の処理

方法

水洗化前の排水方法

（公共下水道未接続）
水洗化に必要な排水設備の工事

水洗化後の排水方法

（公共下水道接続後）
備 考

分 流 式

くみ取

り

し尿   くみ取り 便所の改造，水洗式便器の設置，し尿系管の布設 し尿  公共下水道

雑排水  側溝・水路等 厨房や風呂等からの雑排水管の布設 雑排水  公共下水道

湧水   側溝・水路等 ビル湧水はポンプからの配管切り回しや管布設 湧水   公共下水道

雨水   側溝・水路等 工事は必要なし 雨水   側溝・水路

単独

浄化槽

し尿   単独浄化槽 浄化槽の廃止，し尿系管の布設 し尿   公共下水道

雑排水  側溝・水路等 厨房や風呂等からの雑排水管の布設 雑排水  公共下水道

湧水   側溝・水路等 ビル湧水はポンプからの配管切り回しや管布設 湧水   公共下水道

雨水   側溝・水路等 工事は必要なし 雨水   側溝・水路

合併

浄化槽

し尿    
雑排水 

浄化槽の廃止，し尿系，雑排水系の管布設 し尿   公共下水道

雑排水  公共下水道

湧水   側溝・水路等 ビル湧水はポンプからの配管切り回しや管布設 湧水   公共下水道

雨水   側溝・水路等 工事は必要なし 雨水   側溝・水路

合 流 式

くみ取

り

し尿   くみ取り 便所の改造，水洗式便器の設置，し尿系管の布設 し尿  公共下水道 合流式は特

に臭気対策

に 注 意 す

る。（防臭ま

す の 設 置

等）

雑排水  側溝・水路等 厨房や風呂等からの雑排水管の布設 雑排水  公共下水道

湧水   側溝・水路等 ビル湧水はポンプからの配管切り回しや管布設 湧水   公共下水道

雨水   側溝・水路等 雨水管は公共下水道への布設替え 雨水   公共下水道

単独

浄化槽

し尿   単独浄化槽 浄化槽の廃止，し尿系管の布設 し尿   公共下水道

雑排水  側溝・水路等 厨房や風呂等からの雑排水管の布設 雑排水  公共下水道

湧水   側溝・水路等 ビル湧水はポンプからの配管切り回しや管布設 湧水   公共下水道

雨水   側溝・水路等 雨水管は公共下水道への布設替え 雨水   公共下水道

合併

浄化槽

し尿  

雑排水  

浄化槽の廃止，し尿系，雑排水系の管布設 し尿   公共下水道

雑排水  公共下水道

湧水   側溝・水路等 ビル湧水はポンプからの配管切り回しや管布設 湧水   公共下水道

雨水   側溝・水路等 雨水管は公共下水道への布設替え 雨水   公共下水道

注）湧水（自然湧水を除く）はビル等の建築物の地下から人為的行為によって附随する排水（汚水扱いとし，下水道使用料がかかる）
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